
次期「農業農村整備事業に関する新たな技術開発五ヶ年計画」の検討

資料３－１

○これまでの経緯と技術小委員会での検討事項

○次期「農業農村整備事業に関する技術開発五ヶ年計画」について

平成21年 3月24日
農村振興局



・ 次期「技術開発五ヶ年
計画」の基本方針とそ
のイメージ

・ 次期「技術開発５ヶ年

計画」の全容

・ 前回の技術開発五ヶ年計
画の成果について

・ 次期「技術開発五ヶ年計
画」の骨子の概要

第二回技術小委員会
(H21.2.26開催）

第一回技術小委員会
(H20.12.16開催）

これまでの経緯と技術小委員会での検討事項

○４つの背景から現計画の見直しが必要となったため、改定検討委員会により骨子を作成し、技術小委員会の
意見を踏まえ計画（案）を作成した。

１

改定検討委員会
（第４回）を開催

・ 少子高齢化と食の安全など、新たな視点が必要と
なっている。

・ これまで着手された課題については、次の段階に進
むことが必要となっている。

・ 新たな土地改良長期計画策定において３つの視点と
６つの政策目標が示され、これらの達成に向けた技術
開発の方向性が必要となっている。

・ 平成２０年４月から「コスト構造改善プログラム」が実
施されていることに伴い、ライフサイクルコストを縮減
する技術開発等、新たな技術開発の方向を記載する
ことが必要となっている。

・ 地球温暖化問題に起因する気候変動の災害リスクの
低減等や生物多様性の保全のための技術開発が必
要となっている。

改定に向けた背景

改定検討委員会
（過去３回開催）



コスト構造改善プログラム
（H20.4.2策定)

次期五ヶ年計画（Ｈ２１～）

効率的かつ安定的な経営体の育成と質の
高い農地利用集積に資する技術

農業用用排水施設のストックマネジメン
トによる安定的な用水供給機能等の確保
に資する技術

減災の観点も重視した農業災害の防止に
よる安全・安心な地域社会の形成に資す
る技術

土地改良長期計画(H20.12.26策定）

次期の技術開発五ヶ年計画の基本方針

○次期の技術開発五ヶ年計画では、社会に貢献できる技術の開発を目指し、土地改良長期計画、コスト構造改
善プログラムで整理した政策目標に対応していく。

２

効率的かつ安定的な経営体の育成と質
の高い農地利用集積

農業用用排水施設のストックマネジメント
による安定的な用水供給機能等の確保

田園環境の再生・創造と共生・環境を活
かした個性豊かで活力ある農村づくり

農用地の確保と有効利用による食料供給
力の強化に資する技術

農用地の確保と有効利用による食料供給
力の強化

農村協働力を活かし、多様な主体の参加
促進や集落等の地域共同活動を通じた農
地、農業用水等の適切な保全管理に資す
る技術

減災の観点も重視した農業災害の防止に
よる安全・安心な地域社会の形成への貢
献

田園環境の再生・創造と共生・環境を活
かした個性豊かで活力ある農村づくりに
資する技術

効率的、効果的な調査・計画・設計・施
工・管理に資するイノベーション

農村協働力を活かし、集落等の地域共同
活動を通じた農地、農業用水等の適切な
保全管理 ・食料問題

・エネルギー問題
・国土保全 etc

技術開発
社会経済条件，地域政

策の変化に応じた農

地保全範囲の導出 

 

例）秋期の労働投入時間に対応

した農地保全範囲 

□ 60時間未満で保全可能 

■ 60時間以上で保全可能 

■ 80時間以上で保全可能 

■100時間以上で保全可能 

土地生産性の 

圃場区画別評価 

労働生産性の 

圃場区画別評価 

社会
貢献



技術開発の基本方針と政策目標への対応
３

○効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の実現を図るため、生産性向上に関
する技術や農地集積を促進させる手法等の開発を行う必要がある。

政策目標への対応 ①1）効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農地利用集積に資する技術

○農産物の安定的な供給や農業経営の安定を図るため、新規需要米など多様な作物の導入に適した生産基
盤の整備による農地の有効利用、自給飼料の効率的な生産利用に資する技術開発を行う必要がある。

政策目標への対応 ③3）農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化に資する技術

【技術開発の基本方針１】農業の体質を強化し、安全な食料を国民・消費者に安定的に供給す
る基盤を構築する技術

○良質な農産物の安定供給及び農業用水の健全な循環を確保するため、農業用用排水施設の既存ストックを
有効活用したライフサイクルコストの低減を図り、予測精度向上などの機能診断、予防保全対策、適切な管
理手法に資する技術の開発を行う必要がある。

政策目標への対応 ②2）農業用用排水施設のストックマネジメントによる安定的な用水供給機能等の確保に資する技術

技術開発の基本方針１の事例

田畑輪作に対応した生産基盤整備技術（Ｎｏ．３～５）

・田畑輪作に必要な水位調整を暗きょ管等により行い、地下かんがいと暗
きょ排水を両立。

・ほ場全面を均一に作物に適した水位を維持することで麦・大豆において
湿害・干ばつを防止し、収量増を実現。
・水稲では中干し時期の水管理の省力化の実現や湛水直播にも対応。



技術開発の基本方針と政策目標への対応（つづき）

４

【技術開発の基本方針２】田園環境を再生・創造し、個性豊かで活力ある農村づくりを進めるとと
もに安全・安心な地域社会の形成に貢献する技術

○農業の特性を活かした環境への負荷のない循環社会の構築を通じ、国民各層が農業・農村の多面的機能の
もたらす便益等を幅広く享受できるよう、有機性資源の適正な循環的利用に資する技術等の開発を行う必要
がある。

政策目標への対応 ④1）田園環境の再生・創造と共生・環境を活かした個性豊かで活力ある農村づくりに資する技術

○農村地域における農業災害の防止と被害の軽減を図り、併せて農用地の保全を通じて国土の保全並びに地
域住民の生命・財産及び生活環境の安全を確保するため、ため池などの農業用施設の災害予防と減災技術
に資する技術、広域防災機能の増進、広域的な災害予測及び情報提供に資する技術、地球温暖化の影響
把握と対応に資する技術の開発を行う必要がある。

政策目標への対応 ⑤2）減災の観点も重視した農業災害の防止による安全・安心な地域社会の形成への貢献に資する技術

技術開発の基本方針２の事例

地域資源を活用した豊かな農村振興の形成・管理に資する技術（Ｎｏ．３９～４３）

・農業農村整備事業における生物多様性保全については、事業地域全体を視野に入れ、配慮対策を検討する必要がある。

・整備水準や再整備における自然再生に向けた優先順位決定方法、生物多様性や魚類等の生息ポテンシャルの簡便な把握手
法、広域的な評価手法等の開発により配慮対策によるコスト増を抑制する。



５

○少子・高齢化と農業者の激減、エネルギーと食料を巡る国際情勢の変化等これまでの経験等を踏襲すること
だけでは解決困難な状況であるため、革新的な技術開発に取り組むことが必要である。

政策目標への対応 ⑦1）効率的、効果的な調査・計画・設計・施工・管理に資するイノベーション

【技術開発の基本方針４】効率的、効果的な調査・計画・設計・施工・管理に資するイノベーション

【技術開発の基本方針３】農村協働力を活かし、多様な主体の参加促進や集落等の地域協働活
動を通じた農地・農業用水等の適切な保全管理を確保する技術

技術開発の基本方針と政策目標への対応（つづき）

○農村協働力の優れた面の活用、農地、農業用水等の適切な保全管理を確保し、食料の安定供給と多面的機
能の発揮に資するため、管理労力の軽減に資する技術、農村地域共同活動の維持・再生に資する技術、集
落機能の維持向上に資する技術の開発を行う必要がある。

政策目標へ
の対応 ⑥

1）農村協働力を活かし、多様な主体の参加促進や集落等の地域協働活動を通じた農地、農業用水等の適切な保全
管理に資する技術

技術開発の基本方針４の事例

効率的・効果的な施工、品質確保に資する技術（Ｎｏ．８８、８９）

・生態系や環境に配慮した新材料・新工法の開発、施工困難な場所での
施工技術、コンクリート廃材等のリサイクル技術、その他低コストで経済的
な施工技術・施工等の情報共有化技術の開発、グリーン化技術の開発に
よりコストと品質の両方を確保する。

池内に堆積した底泥土を所要の強度と遮水性を有するように改良
し築堤材として有効利用できるようにした改修工法



五ヶ年計画の推進に向けて

○技術開発テーマは、期間内に着実に開発、実用普及して、農業農村整備事業に求められている課題に対応
していく必要があるため、技術開発を促進し、開発された技術を活用する体制を整備する必要がある。

６

技術開発促進のための条件整備

【農業農村工学以外の学術分野との連携の強化】
技術開発についても、例えば地域・環境の保全・創造を重視することから、農学、
生態学、環境学及び生命科学を中心に、人文科学、社会科学等も含めた幅広
い連携が必要である。

【試験研究機関、大学、民間企業の役割の明確化と連携の強化】
技術開発を進めるに当たっては、試験研究機関、大学、民間企業がそれぞれに補い
合い、さらに技術開発力を高めていけるように、連携・協力して取り組んでいくことが
重要と考えられ、円滑に連携・協力が実現できる環境を整えることが重要と考えられ
る。

【国と地方の適切な役割分担による地域特性に応じた整備】
技術開発は国が中心となって地方と協同で行うべきである。この際、土地改良
事業において中核的な役割を担っている土地改良区の活性化を図りつつ、事
業の実施や施設の管理の体制整備等に留意する。

【情報の提供体制の整備】
試験研究機関、大学、民間企業から前述の事項についての情報を提供してもら
うとともに相互にそうした情報を閲覧し、共同研究開発のパートナーを容易に見
出せるような仕組みをつくることが必要である。

【コスト構造改善の推進】
平成20年度以降も新たなコスト縮減計画を策定し、取組みを継続する。

【技術開発と事業実施現場における導入、普及の促進】
積極的な新技術の活用に対する適正な評価制度の整備、実証地区での機能
監視の徹底及びより一層の普及を図るための技術指針等の策定を行い、国、
県、民間企業等へ積極的に情報提供を行うとともに、新しい技術の積極的導入
に対する現場技術者の意識高揚を図ることも重要である。

【土地改良事業計画設計基準等の機動的改定】
開発され広く普及が見込まれる新技術について同基準等の改定時に積極的に
掲載していくものの、改定までの間については実施地区事例集や技術指針等と
して整理し迅速な効果発現に努めることが重要である。

【五ヶ年計画のフォローアップ】
・進捗状況の把握
・現場での検証

【補助事業の活用】
・官民連携新技術研究開発事業
（透明性や客観性を確保しつつ、試
験研究機関、大学と民間企業が連
携して技術開発に取り組む仕組み
を国が支援）

【技術者の意識の高揚】
・発表の機会
・国家資格の取得

１．人口増加などに伴う世界の
食料事情がひっ迫する中で、水
と土から生産される食料を安定
的に供給する。

２．水と土が生産・自然・エネル
ギーと密接に関連する中で、そ
の担うべき重要な役割を果たし、
地球温暖化等の地球環境の保
全に貢献する循環型社会をつく
る。

３．少子高齢、過疎化と農業者
の激減が想定される一方、食料
とエネルギーを巡る国際情勢の
変化に対応する社会が求めら
れる中で、生物多様性の保全を
含む国土保全に貢献する。

４．技術開発にあたっては、達
成目標の設定やイノベーション
により、新たな農業・農村社会を
想像できる技術開発のプログラ
ムを作成して、関係者が一丸と
なって取り組むことが重要であ
る。

五ヶ年計画を通じた
社会貢献
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